
交通違反をした場合に青切符が交付されます。

期限内に反則金を納付することで手続きが終了します。

反則金を納付しなかった場合は刑事手続きに移行されます。

携帯電話使用等
（ながらスマホ）

信号無視
車道の
右側通行

横断歩行者
妨害

一時不停止 傘差し運転

無灯火 イヤホン・
ヘッドホン使用

並進

東大和市 都市基盤課

交通反則通告制度の概要



東大和市 都市基盤課

対象ではありません。ヘルメットの
着用は努力義務ですが、命を守る
ためにおすすめします。

基本は指導警告です。
ただし、危険性・迷惑性が
高い悪質・危険な違反の
場合、取締りを行います。

影響はありません。 ただし、重大事故・
違反には運転免許の
効力停止の可能性も

変わりません。

指導
警告
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